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議案第４０号 

 

筑西市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

標記について次のとおり提出する。 

令和６年２月２８日 

筑西市長 須 藤   茂 

 

 

 

 

 

 

 

筑西市条例第   号 

 

筑西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

筑西市職員の給与に関する条例（平成１７年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表等級別基準職務表 
 

等級 基準となる職務 

１級 ⑴ 主事の職務 

⑵ 主事補の職務 

２級 主事の職務 

３級 ⑴ 主幹の職務 

⑵ 主任の職務 

４級 係長の職務 
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５級 課長補佐の職務 

６級 ⑴ 課長の職務 

⑵ 副課長の職務 

７級 ⑴ 部長の職務 

⑵ 副部長の職務 

８級 部長の職務 

 

 

附 則 

 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 


